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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板を制御可能にトラバースするように適合されている可動のキャリッジと、
　粉末を受けるように適合されている第１の開口部と当該粉末を放出するように適合され
ている第２の開口部とを有する粉末貯留部と、
　放出端を具備する下方に傾斜した部分を有し、当該第２の開口部から放出された粉末を
受け、当該受けた粉末を粉末カーテン状に発散させるように、当該粉末貯留部と作動的に
連通しているコンベアベルトと
を含むリコータであって、
　当該粉末貯留部と当該コンベアベルトが当該キャリッジによって担持されており、
　さらに粉末ディフレクタをも含み、当該粉末ディフレクタが当該コンベアベルトの下方
に傾斜した部分の放出端から発散する粉末カーテンを当該基板の上へと偏向させるように
配置されているリコータ。
【請求項２】
　さらにならし装置を含む請求項１のリコータ。
【請求項３】
　さらに角度を調節可能なドクターブレードを含む請求項１のリコータ。
【請求項４】
　さらに反転ローラーを含む請求項１のリコータ。
【請求項５】
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　前記粉末貯留部の第２の開口部は底部開口部であり、前記コンベアベルトは当該底部開
口部と作動的に連通している請求項１のリコータ。
【請求項６】
　前記粉末貯留部の第２の開口部は側部開口部であり、前記コンベアベルトは当該側部開
口部と作動的に連通している請求項１のリコータ。
【請求項７】
　さらに前記コンベアベルト上の造形粉末の層の厚さを制御するように適合されているゲ
ートを含む請求項１のリコータ。
【請求項８】
　基板を制御可能にトラバースするように適合されている可動のキャリッジと、
　粉末を収容するように適合されており、当該粉末を受けるように適合されている第１の
開口部と当該粉末を放出するように適合されている第２の開口部とを有する粉末貯留部と
、
　当該第２の開口部から放出された粉末を受け、当該受けた粉末を粉末カーテン状に発散
させるように、当該粉末貯留部と作動的に連通しているコンベアベルトと、
　当該コンベアベルトから発散する当該粉末カーテンを受けるように配置された下方に傾
斜したシュートと
を含むリコータであって、
　当該粉末貯留部、当該コンベアベルト、および当該シュートが当該キャリッジによって
担持され、当該シュートによって当該粉末が放出され、
　さらに粉末ディフレクタを含み、当該粉末ディフレクタが当該シュートから発散する粉
末カーテンを当該基板の上へと偏向させるように配置されているリコータ。
【請求項９】
　さらにならし装置を含む請求項８のリコータ。
【請求項１０】
　さらに角度を調節可能なドクターブレードを含む請求項８のリコータ。
【請求項１１】
　さらに反転ローラーを含む請求項８のリコータ。
【請求項１２】
　前記粉末貯留部の第２の開口部は底部開口部であり、前記コンベアベルトは当該底部開
口部と作動的に連通している請求項８のリコータ。
【請求項１３】
　前記粉末貯留部の第２の開口部は側部開口部であり、前記コンベアベルトは当該側部開
口部と作動的に連通している請求項８のリコータ。
【請求項１４】
　さらに前記コンベアベルト上の造形粉末の層の厚さを制御するように適合されているゲ
ートを含む請求項８のリコータ。
【請求項１５】
　基板を制御可能にトラバースするように適合されている可動のキャリッジと、
　粉末を受けるように適合されている第１の開口部と当該粉末を放出するように適合され
ている第２の開口部とを有する粉末貯留部と、
　放出端を具備する下方に傾斜した部分を有し、当該第２の開口部から放出された粉末を
受け、当該受けた粉末を粉末カーテン状に発散させるように、当該粉末貯留部と作動的に
連通しているコンベアベルトと
を有するリコータを含む３次元プリンタであって、
　当該粉末貯留部と当該コンベアベルトが当該キャリッジによって担持されており、
　さらに粉末ディフレクタをも含み、当該粉末ディフレクタが当該コンベアベルトの下方
に傾斜した部分の放出端から発散する粉末カーテンを当該基板の上へと偏向させるように
配置されている３次元プリンタ。
【請求項１６】
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　基板を制御可能にトラバースするように適合されている可動キャリッジと、
　粉末を収容するように適合されており、当該粉末を受けるように適合されている第１の
開口部と当該粉末を放出するように適合されている第２の開口部とを有する粉末貯留部と
、
　当該第２の開口部から放出された粉末を受け、当該受けた粉末を粉末カーテン状に発散
させるように、当該粉末貯留部と作動的に連通しているコンベアベルトと、
　当該コンベアベルトから発散する当該粉末カーテンを受けるように配置された下方に傾
斜したシュートと
を有するリコータを含む３次元プリンタであって、
　当該粉末貯留部、当該コンベアベルト、および当該シュートが当該キャリッジによって
担持され、当該シュートによって当該粉末が放出され、
　さらに粉末ディフレクタを含み、当該粉末ディフレクタが当該シュートから発散する粉
末カーテンを当該基板の上へと偏向させるように配置されている３次元プリンタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基板の全体に、または現存する粉末床の上に粉末層を塗布する装置に関する
。この装置は、３次元印刷用の粉末層を堆積させる際に、また、３次元印刷装置の一部と
して使用できるように適合されている実施態様において特に有用である。
【背景技術】
【０００２】
　今日、様々な種類の３次元プリンタ（１つ以上の材料を系統的に積み重ねていくことに
より３次元の物品の電子的表現を物品それ自体に変換する装置）がある。本発明による装
置は、順次積み重ねられた粉末層のあらかじめ選択された領域を選択的に結合させること
により３次元の物品を作り出す様々な種類の３次元プリンタに特に有用である。このよう
な種類の３次元プリンタを本明細書では、「粉末層３次元プリンタ」と呼ぶことにする。
その理由は、この種のプリンタによって３次元物体を構築するのに、造形材料として粉末
の層を用いるからである。このような粉末をベースとする３次元プリンタの例としては、
結合剤噴射３次元プリンタ、選択的焼結３次元プリンタ、および電子ビーム溶融３次元プ
リンタが挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【０００３】
　本明細書内の「粉末」という用語は当技術分野では「粒子物質」または「粒子」を指す
場合もあることが理解されるべきであり、「粉末」という用語は、本明細書では名称が何
であれ、層形成材料など、３次元プリンタで使われるあらゆる材料を意味するものとして
解釈されるべきである。粉末は粉末状にすることができる物質であればどんな種類のもの
（例えば、金属、プラスチック、セラミックス、炭素、黒鉛、複合材料、鉱物、およびこ
れらを混合したもの）で構成してもよい。「造形粉末」という用語は、本明細書では、粉
末層を形成するために用いられる粉末、および、粉末層３次元プリンタで物品を作る材料
となる粉末を指すために用いられる。
【０００４】
　粉末層３次元プリンタの動作中、造形粉末の第１の層は垂直方向に割り出しできる造形
プラットフォームの上に堆積され、その後第１の粉末層の上に後続の粉末層が一度に１層
ずつ堆積されていく。選択された粉末層の選択部分が、３次元物体を形成するに際して当
該部分で粉末が結合するように処理される。堆積した粉末層のうち互いに結合していない
部分を本明細書では「粉末床」と総称する。
【０００５】
　一部の粉末層３次元プリンタにおいては、まず貯留部内で粉末を支持するプラットフォ
ームを所定量上方に割り送ることによって貯留部壁の上方に所定量の粉末を上昇させ、次
に粉末層を形成するために同プラットフォームまたは粉末床の上面全体に当該粉末量を押
し出すようにして、上部の開いた定置式の粉末貯留部から所定量の造形粉末を移すことに
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より、各粉末層が形成される。一部の粉末層３次元プリンタにおいては、各粉末層は、移
動式の粉末ディスペンサーによって造形プラットフォームまたは現存する粉末床の上に堆
積される。当該ディスペンサーは、粉末層の上部を平らにするように適合されている装置
を含んでもよいし、含まなくてもよい。
【０００６】
　粉末層を形成するプロセスを当技術分野では「リコーティング」と呼ぶことがあり、本
明細書ではそう呼ぶこととする。リコーティングを行う特定の粉末層３次元プリンタの装
置またはそのような複数の装置の組合せを当技術分野では「リコータ」と呼ぶことがあり
、本明細書ではそう呼ぶこととする。
【０００７】
　現在当技術分野に存在するリコータは意図した目的通りに概ねうまく機能するが、それ
でもなお、当技術分野では良好な粉末層均一性を一貫して実現するリコータを開発する必
要性がある。本発明によりこのような改善が可能となる。
【０００８】
　また、粉末層を形成するために微粉末が用いられる場合、従来のリコータの問題は、当
該リコータから粉末を堆積させるときに微粉末のプルームが粉末床またはその他の基板の
近傍で上昇してくるおそれがあることである。本発明の一部の実施態様は、このようなプ
ルーム発生問題を改善または解消する。
【発明の概要】
【０００９】
　本発明は、基板の全体に、または現存する粉末床の上に粉末層を塗布する装置を提供す
る。この装置は、３次元印刷用の粉末層を堆積させる際に、また、３次元印刷装置の一部
として使用できるように適合されている実施態様において特に有用である。かかる装置を
本明細書では、「本発明のリコータ」と呼ぶ場合があり、また、本発明のリコータを意味
していることが文脈上明らかなときには単に「リコータ」と呼ぶ場合がある。
【００１０】
　本発明のリコータは、基板または現存する粉末床を横切って動くように適合されている
キャリッジを含む。本発明のリコータはまた、所望の粉末量を収容するための粉末貯留部
を含む。粉末貯留部は、粉末を受け入れるために最上部またはその近くに１つ以上の第１
の開口部を有し、粉末を分配する(dispense)ために底部またはその近くに１つ以上の第２
の開口部を有する。本発明のリコータは、粉末貯留部の１つ以上の第２の開口部と作動的
に連通し、粉末貯留部から粉末を運び、運ばれた粉末を粉末カーテンとして分配するよう
に適合されているコンベアベルトを含む。上記文脈における「作動的に連通」という用語
は、コンベアベルトが１つ以上の第２の開口部から粉末を受け取るように適合されている
ことを意味する。
【００１１】
　一部の実施態様において、本発明のリコータは、粉末カーテンを実質的に一様にインタ
ーセプトして粉末を基板または粉末床の表面の上へと偏向させるように配置された粉末デ
ィフレクタも含む。
【００１２】
　一部の実施態様において、本発明のリコータは、粉末ディフレクタによって基板または
粉末床の上へと偏向された粉末をならすように適合されている、例えばローラーやドクタ
ーブレード等のならし装置を１つ以上含む。一部の実施態様において、粉末ディフレクタ
とならし装置は組み合わされて、本発明のリコータの単一の構成要素として提供される。
【００１３】
　本発明の一部の実施態様において、コンベアベルトは、粉末貯留部からコンベアベルト
上に粉末を受け取る高さから粉末が堆積される粉末床またはその他の基板に近いより低い
高さへ、粉末を制御可能に運ぶ下方に傾斜した部分を有するように適合されている。この
高さが減じられた位置では、コンベアベルトから放出される粉末カーテンが巻き込む周囲
の空気（またはその他の雰囲気）の量ははるかに少なく、また、粉末カーテンの運動エネ
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ルギー量も減少するので、微粉末のプルームの発生量は減少し、または発生しなくなる。
オプションとして粉末ディフレクタを用いて、粉末カーテンをインターセプトしてそれに
含まれる粉末を粉末床またはその他の基板の上へと偏向させることによって、プルームの
発生量をさらに減らすことができる。
【００１４】
　本発明の一部の実施態様において、粉末が堆積される粉末床またはその他の基板に近い
より低い位置へ粉末を制御可能に運ぶために、コンベアベルトの下方に傾斜した部分に代
替して、またはそれと併せて、下方に傾斜したシュートが使用される。オプションとして
粉末ディフレクタを用いて、シュートの端部から放出される粉末カーテンをインターセプ
トしてそれに含まれる粉末を粉末床またはその他の基板の上へと偏向させることによって
、プルームの発生量をさらに減らすことができる。
【００１５】
　本発明は、本発明の要約部の前記の項に記載されるようなリコータを包含する粉末層３
次元プリンタも含む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本発明の特徴および利点の重要性は、添付図を参照することによりさらによく把握でき
る。しかしながら、添付図面は説明目的のためにのみ作成されており、本発明の範囲を規
定するものではないことを理解するべきである。
【００１７】
【図１】粉末層３次元プリンタの実施態様の概略透視図である。
【００１８】
【図２】リコータの実施態様の概略正面透視図である。
【００１９】
【図３】図２の切断面３－３に沿った概略透視断面図である。
【００２０】
【図４】図２の切断面３－３に沿った概略側部断面図である。
【００２１】
【図５】ならし装置としてローラーを有するリコータの実施態様の概略側面図である。
【００２２】
【図６】ならし装置としてドクターブレードを有するリコータの実施態様の概略側面図で
ある。
【００２３】
【図７】シュラウドエンクロージャを有するリコータの実施態様の概略側部断面図である
。
【００２４】
【図８】リコータの実施態様の概略部分透視図である。
【００２５】
【図９】コンベアベルトが粉末貯留部の側部開口部と作動的に連通しているリコータの実
施態様の概略断面部分側面図である。
【００２６】
【図１０】コンベアベルトが粉末貯留部の側部開口部と作動的に連通しているリコータの
実施態様のもう１つの概略断面部分側面図である。
【００２７】
【図１１】角度のついたブレードがある粉末ディフレクタを有するリコータの実施態様の
概略側部断面図である。
【００２８】
【図１２】弧状の粉末ディフレクタを有するリコータの実施態様の概略側部断面図である
。
【００２９】
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【図１３】粉末ディフレクタならし装置を有するリコータの実施態様の概略側部断面図で
ある。
【００３０】
【図１４】下方に傾斜した部分があるコンベアベルトを有するリコータの実施態様の概略
側部断面図である。
【００３１】
【図１５】下方に傾斜したシュートを有するリコータの実施態様の概略側部断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　本セクションでは、本発明の好ましい実施態様のいくつかを、当業者が過度な実験をす
ることなく本発明を実行できるよう十分詳細に示す。しかし、本明細書に記載される限ら
れた数の好ましい実施態様は、請求項に示す本発明の範囲を何ら制限するものではないこ
とを理解するべきである。本明細書または請求項に値の範囲が記載される場合は常に、当
該範囲には、両端点とその間にあるすべての点が、まるでそれらすべての点が明示的に記
載されているかのように含まれることを理解するべきである。他に明記しない限り、本明
細書および請求項で用いられる用語「約」は、その「約」という用語が修飾する値に関連
する通常の計測および／または製造限度を意味するものとして解釈されるべきである。明
示的に別段の定めをした場合を除き、「実施態様」という用語は、本明細書では本発明の
実施態様を意味するために用いられる。
【００３３】
　本発明のリコータは、粉末層３次元プリンタに特に有用である。リコータはいかなる種
類の粉末層３次元プリンタとも使用することができるが、簡潔化のため、本セクションで
論じる唯一の種類の粉末層３次元プリンタは、結合剤噴射式３次元プリンタに属するもの
である。結合剤噴射式３次元プリンタは、結合剤の噴射がインクジェット印刷用に開発さ
れたものによく似ている印刷ヘッドを用いて行われるので、当技術分野では「３次元イン
クジェットプリンタ」と呼ばれることもある。基本的な結合剤噴射式３次元印刷プロセス
は、マサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）で１９８０年代に発明され、さらに１９９０年
代に開発され、以下を含む数々の米国特許に記述されている。Ｓａｃｈｓらの第５，４９
０，８８２号、Ｃｉｍａらの第５，４９０，９６２号、Ｃｉｍａらの第５，５１８，６８
０号、Ｂｒｅｄｔらの第５，６６０，６２１号、Ｓａｃｈｓらの第５，７７５，４０２号
、Ｓａｃｈｓらの第５，８０７，４３７号、Ｓａｃｈｓらの第５，８１４，１６１号、Ｂ
ｒｅｄｔらの第５，８５１，４６５号、Ｃｉｍａらの第５，８６９，１７０号、Ｓａｃｈ
ｓらの第５，９４０，６７４号、Ｓａｃｈｓらの第６，０３６，７７７号、Ｓａｃｈｓら
の第６，０７０，９７３号、Ｓａｃｈｓらの第６，１０９，３３２号、Ｓａｃｈｓらの第
６，１１２，８０４号、Ｖａｃａｎｔｉらの第６，１３９，５７４号、Ｓａｃｈｓらの第
６，１４６，５６７号、Ｖａｃａｎｔｉらの第６，１７６，８７４号、Ｇｒｉｆｆｉｔｈ
らの第６，１９７，５７５号、Ｍｏｎｋｈｏｕｓｅらの第６，２８０，７７１号、Ｓａｃ
ｈｓらの第６，３５４，３６１号、Ｓａｃｈｓらの第６，３９７，７２２号、Ｓｈｅｒｗ
ｏｏｄらの第６，４５４，８１１号、Ｙｏｏらの第６，４７１，９９２号、Ｓａｃｈｓら
の第６，５０８，９８０号、Ｍｏｎｋｈｏｕｓｅらの第６，５１４，５１８号、Ｃｉｍａ
らの第６，５３０，９５８号、Ｓａｃｈｓらの第６，５９６，２２４号、Ｓａｃｈｓらの
第６，６２９，５５９号、Ｔｅｕｎｇらの第６，９４５，６３８号、Ｓａｃｈｓらの第７
，０７７，３３４号、Ｓａｃｈｓらの第７，２５０，１３４号、Ｐａｙｕｍｏらの第７，
２７６，２５２号、Ｐｒｙｃｅらの第７，３００，６６８号、Ｓｅｒｄｙらの第７，８１
５，８２６号、Ｐｒｙｃｅらの第７，８２０，２０１号、Ｐａｙｕｍｏらの第７，８７５
，２９０号、Ｐｒｙｃｅらの第７，９３１，９１４号、Ｗａｎｇらの第８，０８８，４１
５号、Ｂｒｅｄｔらの第８，２１１，２２６号、およびＷａｎｇらの第８，４６５，７７
７号。
【００３４】
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　図１には、粉末層３次元プリンタ２の実施態様の概略透視図が示されている。プリンタ
２は、可動式の造形ボックス内に収容される粉末床４、移動制御可能なリコータ６、およ
び移動制御可能な印刷装置８を含む。プリンタ２の動作中、リコータ６が１つ以上の層を
堆積した後、印刷装置８が堆積した最上段の粉末層の上に結合剤を選択的に印刷すること
により、印刷される単数または複数の製品のスライスのイメージを付与する。造形ボック
スの床面は、本発明のリコータ６によって堆積された後続の各層を受け取るために下方に
割り送られる。層を堆積し、印刷するプロセスは、所望する単数または複数の製品がすべ
て印刷されるまで続けられる。
【００３５】
　図２は、発明によるリコータの実施態様、即ちリコータ１０の概略正面透視図を示す。
リコータ１０は、第１と第２の支持端部（１４と１６）を備えるキャリッジ１２を有し、
これらの支持部は対応する一組の軌道（図示せず）の上でリコータ１０を移動可能に支持
するように適合されている。キャリッジ１２は、第１と第２の支持端部（１４と１６）の
間に伸びるブリッジ部１８と上蓋２０も有する。リコータ１０は、層形成プロセスの間に
選択的に分配される造形粉末（図示せず）を収容するように適合されている粉末貯留部２
２を有する。リコータ１０は、粉末床またはその他の基板に対して移動可能である。リコ
ータ１０は、リコータ外部の、またはリコータと一体の、または一部がリコータ外部にあ
って一部がリコータと一体である１個以上の駆動機構により制御可能に移動させることが
できる。一部の好ましい実施態様においては、リコータ１０を矢印８によって示される方
向に制御可能に動かすために、駆動機構が第１と第２の支持端部（１４と１６）の一方ま
たは両方に接続されている。リコータ１０は、造形粉末を貯留部２２から運び、粉末カー
テンとして分配するように適合されているコンベアベルト２４も有する。当該コンベアベ
ルト２４は、コンベアベルト支持システム２６により制御可能に支持される。
【００３６】
　図３および図４はそれぞれ、概略透視断面図と概略側部断面図であり、いずれも図２の
切断面３－３に沿って作成されたものである。両図によると、貯留部２２は、造形粉末を
受け入れるための上部開口部３０と造形粉末を分配するための底部開口部３２を有する。
底部開口部３２は、コンベアベルト支持システム２６（図２を参照のこと）によって支持
されるコンベアベルト２４と作動的に連通している。コンベアベルト支持システム２６は
第１と第２のローラー（３４と３６）を有し、少なくともそのうちの一方はモーターシス
テム（図示せず）により制御可能に駆動される。コンベアベルト支持システム２６はまた
、貯留部２２の中の造形粉末の重みで生じたコンベアベルト２４のたるみを改善または排
除するように位置決めされた支持テーブル３８も含む。リコータ１０の一部である粉末デ
ィフレクタ４０の一部も両図に示されている。ディフレクタコンベアベルト２４の分配端
部４２に固定されて、または同端部から制御可能に離隔して設けられる粉末ディフレクタ
４０は、粉末カーテンが粉末床またはその他の基板に接触する前に粉末をインターセプト
するように、少なくともコンベアベルト２４の幅に亘って延在することが好ましい。粉末
ディフレクタ４０の下端部は、堆積している造形粉末をすくいあげたりすき返したりしな
いように、粉末床またはその他の基板の上方に十分離隔されている。リコータ１０の動作
中、リコータ１０が粉末床またはその他の基板をトラバースする際に、コンベアベルト２
４の上面４４は、粉末カーテン（図示せず）を形成するように、貯留部２２からゲート５
０を通過して矢印４６によって示された方向に造形粉末を運ぶべく制御された速度で動く
。粉末カーテンは、粉末ディフレクタ４０に衝突し、粉末床またはその他の基板の上へと
偏向される。限定することを意図するものではないが、発明者らは、この偏向によって粉
末カーテンが下方の粉末床に与える衝突エネルギーを減少させることにより、さもなけれ
ば落ちてくる粉末カーテンの衝撃によって引き起こされるであろう下方の粉末床の乱れが
減り、あるいはなくなる、と考えている。ゲート５０は固定されていてもよいが、コンベ
アベルト２４によって運ばれる粉末層の厚さを制御するためにゲート５０の底部とコンベ
アベルト２４の上面４４の間の隙間を制御できるよう、調整可能であるが好ましい。
【００３７】
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　一部の好ましい実施態様においては、リコータはならし装置を含む。ならし装置は、当
技術分野で既知のものであればどんな種類のものでもよく、Ｅｄｅｒｅｒらの米国特許第
７，８７９，３９３Ｂ２号に記載されるドクターブレード、ローラー、回転ブレードやＢ
ｒｕｎｅｒｍｅｒの米国特許第８，５６８，１２４ Ｂ２号に記載される粉末散布器など
を含むが、これらに限定されるものではない。図５は、リコータ５２がならし装置として
ローラー５４を含む実施態様を示す。ローラー５２は反転ローラーだが、遊動ローラーや
リコータ５２の進行方向に回転するように駆動されるローラーを使用することもできる。
ローラー５４は、ローラー５４の位置調整と駆動を制御することができる支持駆動・位置
調整機構５６を含む。リコータ５２の粉末ディフレクタ５８の底部先端が図で簡単に示さ
れていることに注目されたい。
【００３８】
　図６には、角度位置が選択的に調整可能な（即ち、垂線に対するドクターブレード６２
の角度を選択的に制御することができる）ドクターブレード６２をならし装置として含む
リコータ６０の実施態様を示す。ドクターブレード６２が支持・位置調整機構６４に搭載
されることによって、垂線に対するドクターブレード６２の角度を選択的に制御すること
ができる。ドクターブレード６２（または実施態様で使用される任意のドクターブレード
）の作業端部６６の外形は任意の所望のもの（例えば、角ばっている、丸みがある、ナイ
フ刃状である、等）とすることができる。一部の実施態様は垂線に対する角度が一定のド
クターブレードを含むことに留意されたい。また、リコータ６０の粉末ディフレクタ６８
の底部先端が図で簡単に示されていることに注目されたい。
【００３９】
　粉末床またはその他の基板の上方にあるならし装置の底部の高さは、リコータによって
形成される粉末層の厚さの制御手段として作用することが理解されるべきである。ならし
装置は粉末床またはその他の基板の上方の一定の高さに配置してもよいが、この高さを選
択できるようにならし装置を構成することが好ましい。
【００４０】
　一部の好ましい実施態様において、リコータは、リコータから粉末床またはその他の基
板の上に造形粉末を分配する結果生じ得る微粉末のクラウド（雲）またはプルームを少な
くとも部分的に収容するように適合されているシュラウドエンクロージャを含む。図７に
はリコータ７０が示されており、これは図４のリコータ４０と類似しているが、コンベア
ベルト７４の周囲の空間と、粉末カーテンが形成されて、さらに粉末ディフレクタ７６に
よって下方の粉末床または基板の方へとディフレクタ偏向される空間を取り囲むように位
置付けられたシュラウド７２を含む点では異なっている。この実施態様においては、シュ
ラウド７２は粉末ディフレクタ７６を含むことに留意されたい。それぞれのローラーがシ
ュラウド７２を貫通するその支持端部の近くでローラー（７８、８０）の周辺を、例えば
Ｖシール等のシールで密封することが好ましい。
【００４１】
　一部の好ましい実施態様において、リコータには、コンベアベルトの近傍で粉末貯留部
から造形粉末が流出することの防止に役立つ１つ以上の特徴を含める場合がある。図８に
はリコータ８２が示されており、これは図２のリコータ１０と類似しているが、コンベア
ベルト８６の近くで粉末貯留部から造形粉末が流出するのを防ぐように位置付けられたタ
ブ８４等のタブを含む点では異なっている。
【００４２】
　これまでこのセクションで記載してきた実施態様は、リコータの粉末貯留部の底部にあ
る開口部を経由して粉末貯留部と作動的に連通しているコンベアベルトを有している。一
部の実施態様においては、コンベアベルトは粉末貯留部の側部にある１つ以上の開口部を
介して粉末貯留部と作動的に連通している。図９と図１０はこの種の実施態様を２つ示し
ている。図９には、側部開口部９４を有する粉末貯留部９２とコンベアベルト９６を備え
たリコータ９０の一部の概略断面図が示されている。コンベアベルト９６とその支持ロー
ラー９８は、キャビティ１００内に収容された造形粉末（図示せず）がコンベアベルト９
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６とその支持テーブル１０２によって少なくとも部分的に支持されるよう、粉末貯留部９
２のキャビティ１００内部に配置される。リコータ９０の動作中、コンベアベルト９４の
上面１０４によって、造形粉末がキャビティ１００から矢印１０６によって示される方向
に運ばれる。側部開口部９４の上端部１０８が、キャビティ１００を出て行くコンベアベ
ルト９６上の粉末層の厚さを制御するゲート装置の役割を果たしてもよい。そのような場
合には、コンベアベルトおよび／または粉末貯留部の垂直方向の位置を相互に調整可能に
することにより、コンベアベルトの上面１０４と側部開口部の上端部１０８の隙間１１０
の高さを調整できることが好ましい。一部の実施態様においては、キャビティ１００から
出ていくコンベアベルト９６上の粉末層の厚さを制御するために、調整可能なゲート（例
えば、ゲート１１２）が設けられる。
【００４３】
　図１０には、側部開口部１２４を有する粉末貯留部１２２とコンベアベルト１２６を備
えたリコータ１２０の一部の概略断面図が示されている。この構造は、粉末貯留部１２２
のキャビティ１２８内に造形粉末（図示せず）が収容されていてもそれをほとんど支持し
ない位置にコンベアベルト１２６があることを除き、図９に示されているものと同様であ
る。リコータ１２０の動作時に、コンベアベルト１２６が矢印１３０によって示される方
向に動くことによって、キャビティ１２８からコンベアベルト１２６の上面１３２の上に
造形粉末を集める。この構造を有する実施態様においては、例えば振動機１３４のような
振動装置、および／または例えばオーガー(augur)もしくは外輪のような何らかの装置を
キャビティ１２８内に含めることによって造形粉末を強く撹拌し、リコータ１２０の動作
中に造形粉末とコンベアベルト１２６を継続的に確実に接触させることが好ましい。コン
ベアベルトの上面１３２上の造形粉末の厚さは、図９に関連して先に述べた方法で制御す
ることができる。
【００４４】
　実施態様においては、ディフレクタコンベアベルトから発散する粉末カーテンを、下方
の粉末床またはその他の基板の方に振り向ける機能を果たせる限り、粉末ディフレクタは
いかなる物理的構成をも取り得ることを理解するべきである。かかる粉末ディフレクタの
構成を図１１と図１２に示す。図１１に示すリコータ１４２の粉末ディフレクタ１４０は
、垂直方向に対して角度をつけて配向されたまっすぐなブレードとして構成されている。
図１２に示すリコータ１４６の粉末ディフレクタ１４４は、弧状のブレードとして構成さ
れている。
【００４５】
　一部の実施態様においては、リコータの単一の構成要素が粉末ディフレクタと粉末なら
し装置の両機能を果たすように構成される。かかる構成要素を、本明細書では「粉末ディ
フレクタ兼ならし装置」と呼ぶ。実施態様においては、粉末ディフレクタ兼ならし装置は
、コンベアベルトから発散する粉末カーテンを偏向さ且つ堆積させた造形粉末の層をなら
すことができる限り、いかなる物理的構成をも取ることができる。
【００４６】
　図１３は、粉末ディフレクタ兼ならし装置１５２を有するリコータ１５０の概略側部断
面図である。粉末ディフレクタ兼ならし装置１５２の前面１５４が前述の粉末ディフレク
タの機能を果たし、ディフレクタ同装置１５２の部材１５６が前述のならし装置として表
面を平らにする機能を果たす。下方の粉末床またはその他の基板の上方にある当該部材１
５６の下端部１５８の高さを部材１５６のスロット（図示せず）内の保持ボルト１６０に
よって、部材１５６を粉末ディフレクタ兼ならし装置１５２の残りの部分に対して垂直方
向に位置を合わせすることによって、手動で調節することができる。
【００４７】
　微粉末の堆積は、粉末のプルーム発生という問題を伴うことが多い。粉末のプルームは
、堆積する粉末粒子の一部または全部の終端速度が、粉末が堆積するところの近傍での単
数または複数の気体流の上向き速度成分より遅い場合に発生する。一部の実施態様は、粉
末のプルームを減らす、または排除するよう設計されている。この種の実施態様の例をい
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くつか、以下で議論する。
【００４８】
　図１４には、粉末のプルームを減らす、または排除するように設計されているリコータ
の実施態様の概略側部断面図が示されている。リコータ１７０は、コンベアベルト１７４
と作動的に連通している粉末貯留部１７２を有する。コンベアベルトは、少なくとも１つ
が駆動ローラーである複数の駆動ローラー（１７６、１７８、１８０）から成るローラー
セットによって支えられ、制御可能に駆動される。コンベアベルト１７４は、矢印１８４
によって示された方向に粉末を制御可能に運ぶように適合されている下方に傾斜した部分
１８２を含む。粉末は、粉末貯留部１７２からコンベアベルト１７４によって高さＨ１で
受け止められ、より低い高さＨ２へと制御可能に運ばれる。リコータ１７０は、分配端部
１８８から発散する粉末カーテン（図示せず）が粉末床１９０に接触する前にそれをイン
ターセプトして偏向させるように、コンベアベルト１７４の分配端部１８８から離隔して
設けられた粉末ディフレクタ１８６をオプションとして含む。
【００４９】
　図１５には、プルームの発生を減らす、または排除するよう設計されている別のリコー
タの実施概要の概略側部断面図が示されている。リコータ２００は、コンベアベルト２０
４と作動的に連通している粉末貯留部２０２を有する。コンベアベルト２０４は、第１と
第２のローラー（２０６、２０８）から成るローラーセットによって支えられ、制御可能
に駆動される。これらのローラーは、いずれか一方を駆動ローラーにしてもう一方を遊動
ローラーにすることもできるし、両方を駆動ローラーにすることもできる。リコータ２０
０は、下方に傾斜したシュート２１０も含む。このシュートは、コンベアベルト２０４の
放出端２１２から発散する粉末カーテン（図示せず）をインターセプトしてそれに含まれ
る粉末を高さＨ３からより低い高さＨ４へと制御可能に下向きに運び、シュート下端２１
４で別の粉末カーテンとして放出するように位置付けられている。リコータ２００はオプ
ションとして粉末ディフレクタ２１６も含むが、これはシュート下端２１４から落ちてく
る粉末カーテンに含まれる粉末が粉末床２１８に接触する前に粉末カーテンをインターセ
プトして偏向させるように、シュート下端２１４から離隔して設けられる。
【００５０】
　シュート２１０の粉末接触面は粉末が滑り落ちる速度を制御するように設計することが
でき、平坦でもよいし、波状その他のテクスチャー付けを施してもよい。シュート２１０
の支持構造物は示されていないが、支持構造物は、シュート２１０の下方への傾斜および
／またはシュート２１０のコンベアベルト２０４への近接度を固定して設置してもよいし
、あるいは制御可能に調節できるように設置可能でもあることが理解されるべきである。
【００５１】
　下方に傾斜したコンベア部分を有する実施態様の一部は、下方に傾斜したコンベア部分
を複数有する。また、傾斜したシュートを有する実施態様の一部は、下方に傾斜したシュ
ートを複数有する。
【００５２】
　下方に傾斜した部分を有するコンベアおよび／または下方に傾斜したシュートを含む一
部の実施態様のリコータは、明細書の本セクションで先に記載した粉末ならし装置および
／または粉末ディフレクタ兼ならし装置を含み得ることを理解されたい。実施態様の中に
は下方に傾斜したコンベアベルト部分および／または下方に傾斜したシュートを有するリ
コータを備える３次元プリンタが含まれることが理解されるべきである。
【００５３】
　本発明のごく少数の実施態様のみを示し、説明してきたが、当業者にとっては、請求項
に記載される発明の精神と範囲から逸脱せずに同発明に多くの変更と修正を行えることは
明らかである。本明細書で特定される米国のすべての特許および特許出願、ならびに米国
外のすべての特許および特許出願等の文書は、法の下で認められる最大限の範囲で、本明
細書内に省略せずに記載されているかの如く参照により本明細書に組み込まれる。
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